
議案第３３号 

 

   東広島市立学校給食センター運営委員会規則の一部改正について 

 

東広島市立学校給食センター運営委員会規則の一部を改正する規則について、次

のとおり提案する。 

 

令和２年１２月２４日提出 

 

                   東広島市教育委員会 

教育長  津  森     毅 

 

１ 提案理由 

  学校給食費の公会計化に伴い、各学校給食センターごとに設置していた運営委

員会を１つに集約するなどの規定の整備を行うため、この議案を提出するもので

ある。 

 

２ 改正案 

  別紙のとおり。 

 

３ 施行期日 

令和３年４月１日 

 

４ 根拠法令 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号） 

 第１５条 教育委員会は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、その権限に

属する事務に関し、教育委員会規則を制定することができる。 

 

  東広島市立学校給食センター設置条例（昭和５２年条例第１１号） 

 第５条 この条例に定めるもののほか、給食センターの運営その他必要な事項は、

教育委員会が規則で定める。 
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東広島市教育委員会規則第 号 

 

東広島市立学校給食センター運営委員会規則の一部を改正する規則をここに公布

する。 

 

  令和２年 月 日 

 

東広島市教育委員会 

教育長  津  森     毅    

 

   東広島市立学校給食センター運営委員会規則の一部を改正する規則 

 

 東広島市立学校給食センター運営委員会規則（昭和５２年東広島市教育委員会規

則第３号）の一部を次のように改正する。 

 題名を次のように改める。 

   東広島市学校給食センター運営委員会規則 

第１条中「東広島市立学校給食センター運営委員会」を「東広島市学校給食セン

ター運営委員会」に改める。 

 第２条及び第３条を削る。 

 第４条第１号及び第２号を次のように改める。 

（1）食育の推進に関すること。 

（2）安全衛生管理に関すること。 

 第４条第４号及び第５号を削り、同条第６号中「前各号」を「前３号」に改め、 

同号を同条第４号とし、同条を第２条とする。 

 第５条第１項中「次の役員」を「、委員長及び副委員長１人」に改め、同項各号

を削り、同条第２項中「とし、その任期は２年とする」を「により選任する」に改

め、同項ただし書を削り、同条第３項を次のように改める。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

第５条に次の１項を加え、同条を第３条とする。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたと 

-6-



 きは、その職務を代理する。 

 第６条第１項中「の回数」を削り、「２回とする」を「１回、委員長が招集す

る」に改め、同条を第４条とし、第７条を第５条とし、第８条を第６条とする。 

   附 則 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の

日から施行する。 

２ この規則の施行の日の前日において東広島市立学校給食センター運営委員会の

委員長及び副委員長である者の任期は、改正前の第５条第２項の規定にかかわら

ず、その日に満了する。 

３ 改正後の第２条の規定にかかわらず、東広島市学校給食センター運営委員会

は、各給食センターにおける令和２年度の給食会計の決算に関する事項を処理す

る。この場合において、改正前の第５条第３項第３号及び第４号に掲げる職務

は、東広島市学校給食センター運営委員会の委員のうち委員長が指名するものが

行う。 
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東広島市立学校給食センター運営委員会規則（昭和５２年教育委員会規則第３号）新旧対照表 

新 旧 

○東広島市立学校給食センター運営委員会規則東広島市学校給食セン

ター運営委員会規則 

○東広島市立学校給食センター運営委員会規則 

昭和５２年５月１１日 昭和５２年５月１１日 

教育委員会規則第３号 教育委員会規則第３号 

改正 昭和６０年１２月２３日教委規則第６号 改正 昭和６０年１２月２３日教委規則第６号 

平成１３年３月２４日教委規則第６号 平成１３年３月２４日教委規則第６号 

平成１６年１２月２０日教委規則第１１号 平成１６年１２月２０日教委規則第１１号 

平成１７年４月２２日教委規則第２４号 平成１７年４月２２日教委規則第２４号 

平成１９年３月１６日教委規則第２０号 平成１９年３月１６日教委規則第２０号 

平成２０年３月１４日教委規則第５号 平成２０年３月１４日教委規則第５号 

平成２７年３月２０日教委規則第２１号 平成２７年３月２０日教委規則第２１号 

平成２９年６月２９日教委規則第１０号 

                 令和   年   月   日教委規則第  号 

   

平成２９年６月２９日教委規則第１０号 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規則は、東広島市立学校給食センター設置条例（昭和５２年東広

島市条例第１１号。以下「条例」という。）第５条の規定により東広島市立

学校給食センター運営委員会東広島市学校給食センター運営委員会（以下

「委員会」という。）の運営について必要な事項を定める。 

第１条 この規則は、東広島市立学校給食センター設置条例（昭和５２年東広

島市条例第１１号。以下「条例」という。）第５条の規定により東広島市立

学校給食センター運営委員会（以下「委員会」という。）の運営について必

要な事項を定める。 

（一部改正〔平成１３年教委規則６号・１９年２０号〕） （一部改正〔平成１３年教委規則６号・１９年２０号〕） 

（定義） （定義） 

第２条 この規則において委員とは、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号）第３条第３項第２号に規定する非常勤の特別職とする。 

第２条 この規則において委員とは、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号）第３条第３項第２号に規定する非常勤の特別職とする。 

（追加〔平成１９年教委規則２０号〕、一部改正〔平成２７年教委規

則２１号〕） 

（追加〔平成１９年教委規則２０号〕、一部改正〔平成２７年教委規

則２１号〕） 

（名称） （名称） 

第３条 委員会の名称は、次のとおりとする。 第３条 委員会の名称は、次のとおりとする。 

(1) 東広島学校給食センター運営委員会 (1) 東広島学校給食センター運営委員会 

(2) 西条学校給食センター運営委員会 (2) 西条学校給食センター運営委員会 

(3) 東広島北部学校給食センター運営委員会 (3) 東広島北部学校給食センター運営委員会 

(4) 安芸津学校給食センター運営委員会 (4) 安芸津学校給食センター運営委員会 

 

新 旧 

（全部改正〔平成１３年教委規則６号〕、一部改正〔平成１６年教委

規則１１号・１７年２４号・１９年２０号・２０年５号・２９年１０

号〕） 

（全部改正〔平成１３年教委規則６号〕、一部改正〔平成１６年教委

規則１１号・１７年２４号・１９年２０号・２０年５号・２９年１０

号〕） 

（所掌事項） （所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。 第４条 委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。 

(1) 給食会計の予算及び決算に関すること。 (1) 給食会計の予算及び決算に関すること。 

(2) 給食費に関すること。 (2) 給食費に関すること。 

(1) 食育の推進に関すること。 (3) 給食物資の購入に関すること。 

(2) 安全衛生管理に関すること。 (4) 安全衛生管理に関すること。 

(3) 給食物資の購入に関すること。 (5) 食育の推進に関すること。 

(4) 前各３号に掲げるもののほか、給食に関し必要な事項 (6) 前各号に掲げるもののほか、給食に関し必要な事項 

（追加〔平成１３年教委規則６号〕、一部改正〔平成１９年教委規則

２０号・２９年１０号〕） 

（追加〔平成１３年教委規則６号〕、一部改正〔平成１９年教委規則

２０号・２９年１０号〕） 

（役員） （役員） 

第３条 委員会に、委員長及び副委員長１人を置く。 第５条 委員会に次の役員を置く。 

(1) 委員長 １人 (1) 委員長 １人 

(2) 副委員長 １人 (2) 副委員長 １人 

(3) 書記 １人 (3) 書記 １人 

(4) 監査 ２人 (4) 監査 ２人 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により、選任する。 ２ 委員長及び副委員長は、委員の互選とし、その任期は２年とする。ただし、

再選を妨げない。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

第１項に掲げる役員の職務は、それぞれ次のとおりとする。 

３ 第１項に掲げる役員の職務は、それぞれ次のとおりとする。 

(1) 委員長は、委員会を代表し、会務を統轄するとともに会議を招集する。 (1) 委員長は、委員会を代表し、会務を統轄するとともに会議を招集する。 

(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を

代理する。 

(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を

代理する。 

(3) 監査は、給食会計の事務を監査し、その結果を委員会に報告する。 (3) 監査は、給食会計の事務を監査し、その結果を委員会に報告する。 

(4) 監査は、諸帳簿等を監査し、年度始めに開かれる委員会において事業報

告及び収支決算報告の際報告するものとする。 

 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠け

たときは、その職務を代理する。 

 

(4) 監査は、諸帳簿等を監査し、年度始めに開かれる委員会において事業報

告及び収支決算報告の際報告するものとする。 
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新 旧 

（一部改正〔平成１３年教委規則６号・１９年２０号〕） （一部改正〔平成１３年教委規則６号・１９年２０号〕） 

（会議） （会議） 

第４条 委員会の定例会の回数は、毎年度１回、委員長が招集する。 第６条 委員会の定例会の回数は、毎年度２回とする。 

２ 委員会は、必要に応じ委員長の招集により随時開催することができる。 ２ 委員会は、必要に応じ委員長の招集により随時開催することができる。 

（一部改正〔平成１３年教委規則６号・１９年２０号〕） （一部改正〔平成１３年教委規則６号・１９年２０号〕） 

（報酬及び費用弁償） （報酬及び費用弁償） 

第５条 委員の報酬は、日額とし、報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法

については、特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例（平成元年東広島

市条例第５号）の定めるところによる。ただし、条例第４条第３項第１号及

び第４号に規定する委員には報酬を支給しない。 

第７条 委員の報酬は、日額とし、報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法

については、特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例（平成元年東広島

市条例第５号）の定めるところによる。ただし、条例第４条第３項第１号及

び第４号に規定する委員には報酬を支給しない。 

（追加〔平成１９年教委規則２０号〕） （追加〔平成１９年教委規則２０号〕） 

（委任） （委任） 

第６条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、学

校教育部長が別に定める。 

第８条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、学

校教育部長が別に定める。 

（全部改正〔平成１３年教委規則６号〕、一部改正〔平成１９年教委

規則２０号〕） 

（全部改正〔平成１３年教委規則６号〕、一部改正〔平成１９年教委

規則２０号〕） 

附 則 附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和６０年１２月２３日教委規則第６号） 附 則（昭和６０年１２月２３日教委規則第６号） 

この規則は、公布の日から施行する。 この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１３年３月２４日教委規則第６号） 附 則（平成１３年３月２４日教委規則第６号） 

この規則は、平成１３年４月１日から施行する。 この規則は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則（平成１６年１２月２０日教委規則第１１号） 附 則（平成１６年１２月２０日教委規則第１１号） 

この規則は、平成１７年２月７日から施行する。 この規則は、平成１７年２月７日から施行する。 

附 則（平成１７年４月２２日教委規則第２４号） 附 則（平成１７年４月２２日教委規則第２４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１９年３月１６日教委規則第２０号） 附 則（平成１９年３月１６日教委規則第２０号） 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月１４日教委規則第５号） 附 則（平成２０年３月１４日教委規則第５号） 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月２０日教委規則第２１号） 附 則（平成２７年３月２０日教委規則第２１号） 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

新 旧 

附 則（平成２９年６月２９日教委規則第１０号） 附 則（平成２９年６月２９日教委規則第１０号） 

この規則は、平成２９年８月１日から施行する。ただし、第１条中第４条の

改正規定、第２条の規定及び第３条の改正規定（別表東広島市嘱託給食配送員

の項を削る改正規定を除く。）は公布の日から、第３条中別表東広島市嘱託給

食配送員の項を削る改正規定は同年９月１日から施行する。 

附 則（令和２年 月 日教委規則第 号） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公

布の日から施行する。 

２ この規則の施行の日の前日において東広島市立学校給食センター運営委

員会の委員長及び副委員長である者の任期は、改正前の第５条第２項の規定

にかかわらず、その日に満了する。 

３ 改正後の第２条の規定にかかわらず、東広島市学校給食センター運営委員

会は、各給食センターにおける令和２年度の給食会計の決算に関する事項を

処理する。この場合において、改正前の第５条第３項第３号及び第４号に掲

げる職務は、東広島市学校給食センター運営委員会の委員のうち委員長が指

名するものが行う。 

この規則は、平成２９年８月１日から施行する。ただし、第１条中第４条の

改正規定、第２条の規定及び第３条の改正規定（別表東広島市嘱託給食配送員

の項を削る改正規定を除く。）は公布の日から、第３条中別表東広島市嘱託給

食配送員の項を削る改正規定は同年９月１日から施行する。 
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